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可児市の都市計画可児市の都市計画

可児市建設部都市計画課可児市建設部都市計画課

全体構成全体構成（主な内容）（主な内容）
ⅠⅠ 都市計画とは都市計画とは
１１ 都市計画の定義都市計画の定義
２２ 上位計画等との関係上位計画等との関係
３３ 都市計画の効果、役割都市計画の効果、役割
４４ 都市計画決定の流れ都市計画決定の流れ

ⅡⅡ 可児市の都市計画可児市の都市計画
１１ 可児市における都市計画区域可児市における都市計画区域
２２ 可児市都市計画マスタープラン（都市整備・交通施設・公園等）可児市都市計画マスタープラン（都市整備・交通施設・公園等）
３３ 都市計画マスタープランの見直し都市計画マスタープランの見直し

４４ 区域区分区域区分
５５ 地域地区地域地区
６６ 都市施設都市施設
７７ 地区計画地区計画
８８ 市街地開発事業市街地開発事業

９９ 都市景観形成都市景観形成
１０１０ 緑地保全・緑化推進緑地保全・緑化推進

ⅢⅢ 今後の課題今後の課題
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ⅠⅠ 都市計画とは都市計画とは

１１ 都市計画の定義都市計画の定義

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、

①①土地利用土地利用

②②都市施設都市施設

③③市街地開発事業市街地開発事業

に関する計画を総合的、一体的に定める計画に関する計画を総合的、一体的に定める計画

都市計画の体系都市計画の体系

基本理念基本理念
・都市としての開発を優先するということではなく、農業や林業などとの・都市としての開発を優先するということではなく、農業や林業などとの
調和を図って、健康で文化的な都市生活ができるようにすること調和を図って、健康で文化的な都市生活ができるようにすること
・適正な制限のもとで土地の合理的な利用が進められるようにすること・適正な制限のもとで土地の合理的な利用が進められるようにすること

都市計画 都市計画区域マスタープラン

市町村マスタープラン

土地利用に関する計画

都市施設に関する計画

市街地開発事業に関する計画

都道府県策定

市町村策定

地域地区、地区計画など

都市計画道路、上下水道施設など

土地区画整理事業など

農林業
施策

調和
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２２ 上位計画等との関係上位計画等との関係

国土形成計画
国土利用計画
（全国計画） 適

合

中部圏
開発整備計画

適
合

国土利用計画（県計画）
土地利用基本計画

等

適
合

都 市 計 画

適合

国土利用計画（市計画）
市町村計画
農業振興地域整備計画、等

３３ 都市計画の効果、役割都市計画の効果、役割

①① 都市地域における一体的、総合的な都市地域における一体的、総合的な

土地利用計画の確立土地利用計画の確立

②② 計画的な土地利用のための規制と誘導計画的な土地利用のための規制と誘導

③③ 都市計画事業の円滑な推進都市計画事業の円滑な推進
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４４ 都市計画決定の流れ（概要）都市計画決定の流れ（概要）

①①都市計画の決定都市計画の決定
広域的な観点から定めるべきもの広域的な観点から定めるべきもの

根幹的施設など根幹的施設など

その他のものその他のもの

○都道府県が定める都市計画の主なもの
・都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（区域マスタープラン）
・流通業務地区、航空機騒音障害防止地区等
・一般国道、都道府県道、自動車専用道路など
・排水区域が２以上の市町村にわたる公共下水道、流域下水道

○都市計画法改正に伴い、決定権限が市町村へ移譲されるもの
・都市計画区域における用途地域等（特別区除く）
・風致地区、緑地保全地区（いずれも面積が１０ｈａ以上）
・４車線以上のその他の道路、 １０ｈａ以上の公園、緑地等
・市街地開発事業（５０ｈａを超える土地区画整理事業等）、等

※ 改正都市計画法は平成２４年４月１日から施行予定

都道府県が決定

市町村が決定

②②都市計画決定の手続きの流れ都市計画決定の手続きの流れ

○○都道府県が定める都市計画決定の決定手続きの流れ都道府県が定める都市計画決定の決定手続きの流れ

原案の作成

公聴会・説明会などに
よる住民の意見反映

市町村の
意見聴取

案の公告・
縦覧

都道府県
都市計画審議会

都市計画の決定
決定の告示・
縦覧

市町村
都市計画審議会

要旨

意見書の提出

国土交通大臣の
同意

他の行政機関等
との調整等
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②②都市計画決定の手続きの流れ都市計画決定の手続きの流れ

○○市町村が定める都市計画決定の決定手続きの流れ市町村が定める都市計画決定の決定手続きの流れ

原案の作成
案の公告・
縦覧

公聴会・説明会などに
よる住民の意見反映

市町村
都市計画審議会

都市計画の決定
決定の告示・
縦覧

意見書の提出

必要な場合は関係市
町村の意見の開陳等

要旨

都道府県知事
との協議

③③都市計画の提案制度都市計画の提案制度

【【効果効果】】
この制度の運用により、行政からの提案のみでなく、地域住民等からのこの制度の運用により、行政からの提案のみでなく、地域住民等からの
都市計画に関する提案に対しても柔軟な対応が可能都市計画に関する提案に対しても柔軟な対応が可能

【【提案制度とは提案制度とは】】
土地所有者、まちづくりＮＰＯ、まちづくり協議会土地所有者、まちづくりＮＰＯ、まちづくり協議会
等の発意により都市計画の提案ができる制度等の発意により都市計画の提案ができる制度

（提案の要件）

① 区域面積が０．５ｈａ以上の一体的な土地

② 都市計画に関する法令上の基準に適合

③ 土地所有者の２／３以上の同意
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③③都市計画の提案制度都市計画の提案制度

都市計画の提案制度の流れ都市計画の提案制度の流れ

土地所有者、まちづくり協議会等による都市計画の提案

提案に基づく都市計画の決定をするかどうかを判断

都市計画を決定する必要がないと認めるとき都市計画を決定する必要があると認めるとき

都市計画審議会に提案を
提出し、意見聴取

公聴会の開催等
都市計画の案の作成

意見聴取後、必要が
あると認めるとき

都市計画の案の公告縦覧 都市計画決定せず

都市計画の決定をしない理由
等を提案者に通知

都市計画の案及び提案を都市
計画審議会へ付議等

都市計画の決定

（地方公共団体）

ⅡⅡ 可児市の都市計画可児市の都市計画

１１ 都市計画区域都市計画区域

①① 都市計画区域とは都市計画区域とは
・自然的条件及び社会的条件・自然的条件及び社会的条件
・人口、土地利用、交通量などに関する現況及び推移・人口、土地利用、交通量などに関する現況及び推移
などを勘案して、一体的な都市として総合的に整備、などを勘案して、一体的な都市として総合的に整備、
開発、保全する必要がある区域として都道府県が指開発、保全する必要がある区域として都道府県が指
定した定した区域区域

②② 可児市における都市計画区域可児市における都市計画区域
旧可児市（全域）：可児都市計画区域旧可児市（全域）：可児都市計画区域
兼山地区（全域）：御嵩都市計画区域兼山地区（全域）：御嵩都市計画区域
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２２ 可児市都市計画マスタープラン可児市都市計画マスタープラン

可児市都市計画マスタープラン
理念：「魅力ある快適生活都市・可児」

魅力ある生活が実感できるまちづくり

一体性のある多核型都市構造のまちづくり

自然環境と共生するまちづくり

市民とともに取り組む協働のまちづくり

可児市総合計画

可児都市計画区域

マスタープラン

他分野の諸計画
（農林・環境等）

まちづくりの目標

計画年計画年 平成１７年平成１７年～～平成２７年平成２７年

（旧兼山町を除く）（旧兼山町を除く）

現状の都市構造現状の都市構造
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①① 可児市の現状・課題可児市の現状・課題

②② 将来の都市構造将来の都市構造

・少子高齢化の進展などにより、量よりも質を高めるまちづくり
への取り組みが求められていること

・団地間及び北部既成市街地との結びつきが不十分で、中心市街
地の求心力、都市としての一体性が低下し、都市活力が停滞し
ている

・各地域の拠点を個性的な拠点として都市機能を向上させる
・各拠点を道路の交通ネットワークで有機的に結び、都市の
一体性を強化した、多核型都市構造のまちをつくる

拠点ごとにコンパクトに集約された都市構造の実現

将来構造図将来構造図
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③③ 都市整備の方針都市整備の方針

（１）土地利用（１）土地利用

１）都市的土地利用１）都市的土地利用

ⅰⅰ 商業系商業系

都市核：ＪＲ可児駅・名鉄新可児駅、市役所周辺

商業、業務、公共サービス施設の集積による求心性の高い都市拠点の形成商業、業務、公共サービス施設の集積による求心性の高い都市拠点の形成

サブ核：名鉄日本ライン今渡駅周辺、下恵土南部地区

中心市街地の機能を補完する商業地区中心市街地の機能を補完する商業地区

地域核：名鉄西可児駅周辺、桜ケ丘近隣センター地区

日常生活に必要な機能を備えた商業地区日常生活に必要な機能を備えた商業地区

沿道商業地区

幹線街路の沿道において商業施設の立地を図る地区幹線街路の沿道において商業施設の立地を図る地区

１）都市的土地利用１）都市的土地利用

ⅱⅱ 住居系住居系

ⅲⅲ 工業系工業系

一般住宅地区：北部の既成市街地

良好な住環境の維持、形成良好な住環境の維持、形成
低・未利用地の有効利用の推進低・未利用地の有効利用の推進

住宅団地地区：南部の丘陵地の住宅団地

地区計画の活用などによる良好な住環境の維持、向上地区計画の活用などによる良好な住環境の維持、向上

既存工業地区：土田、可児工業団地

周辺の住環境などの保全、未利用地の有効利用（土田）周辺の住環境などの保全、未利用地の有効利用（土田）

工業利便性の維持、向上、周辺の緑地や住環境の保全（可児工業団地）工業利便性の維持、向上、周辺の緑地や住環境の保全（可児工業団地）

工業団地予定地：ニ野、可児柿田

周辺の緑地や住環境の保全に配慮した工業系土地利用の推進周辺の緑地や住環境の保全に配慮した工業系土地利用の推進
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２）自然的土地利用２）自然的土地利用

「緑の基本計画」や農林業施策による自然環境の保全・「緑の基本計画」や農林業施策による自然環境の保全・

活用活用

３）レクリエーション的土地利用３）レクリエーション的土地利用

「緑の基本計画」などに基づき、市民の憩い・交流・「緑の基本計画」などに基づき、市民の憩い・交流・

学習の場として活用学習の場として活用

農村集落地

農用地

山林地

レクリエーション拠点

花フェスタ記念公園、ふれあいパーク緑の丘、可児やすらぎの森花フェスタ記念公園、ふれあいパーク緑の丘、可児やすらぎの森

歴史と文化の森、可児川下流域自然公園、可児市運動公園歴史と文化の森、可児川下流域自然公園、可児市運動公園

（２）交通施設（２）交通施設

１）基本方針１）基本方針

広域的な交通処理を支える（活力ある都市づくりの視点）

効率的な交通処理を支える（円滑な移動の視点）

環境にやさしい都市づくりを支える（環境保全の視点）

人にやさしい都市づくりを支える（高齢社会への対応の視点）

快適・安心安全な都市づくりを支える（人の暮らしやすさの視点）
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（２）交通施設（２）交通施設

２）道路施設２）道路施設

文化拠点

工業拠点

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
拠点 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

拠点

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
拠点

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
拠点

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
拠点

地域核

地域核

学術交流
拠点

広域交流
拠点

都市核

サブ核

サブ核

工業拠点

広域幹線軸

市街地環状軸

都市環状軸

放射軸

放射環状型の

交通ﾈｯﾄﾜｰｸ

分散した市街地
の一体化

（２）交通施設（２）交通施設

３）公共交通３）公共交通

鉄 道

輸送体制強化の要請輸送体制強化の要請

駅機能の充実、利便性の向上駅機能の充実、利便性の向上
駅周辺のバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化の推進駅周辺のバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化の推進

バ ス

路線バス：輸送体制の強化、路線維持の要請路線バス：輸送体制の強化、路線維持の要請
コミュニティバス：利便性の向上、地域の特性に即した公共交通体系の確立コミュニティバス：利便性の向上、地域の特性に即した公共交通体系の確立

駅前広場

可児駅前広場：他交通との結節点可児駅前広場：他交通との結節点
西可児駅前広場：学術交流拠点や帷子地域への公共交通によるアクセス拠点西可児駅前広場：学術交流拠点や帷子地域への公共交通によるアクセス拠点

全ての人に対する利便性の向上と公共交通の利用促進を図るための方針を示す。全ての人に対する利便性の向上と公共交通の利用促進を図るための方針を示す。
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（３）公園・緑地（３）公園・緑地

・地域特性を活かした整備の推進・地域特性を活かした整備の推進

・連続した緑に彩られたうるおいのある都市景観の創出・連続した緑に彩られたうるおいのある都市景観の創出

・「緑の基本計画」に基づいた整備の推進・「緑の基本計画」に基づいた整備の推進

（４）河川・下水道（４）河川・下水道

１）河川１）河川

・未改修河川の整備の推進・未改修河川の整備の推進

・水辺環境・景観の保全・活用・水辺環境・景観の保全・活用

２）下水道２）下水道

・計画的な整備の推進・計画的な整備の推進

（５）その他の施設（５）その他の施設

ごみ処理施設：ごみの減量化、リサイクル化の推進ごみ処理施設：ごみの減量化、リサイクル化の推進

し尿処理：各下水道計画に基づき計画的な整備の推進し尿処理：各下水道計画に基づき計画的な整備の推進

④④ 自然環境の保全及び都市環境形成の方針自然環境の保全及び都市環境形成の方針
「可児市環境基本計画」「可児市緑の基本計画」の将来「可児市環境基本計画」「可児市緑の基本計画」の将来
環境像に基づいた保全・形成・活用環境像に基づいた保全・形成・活用

⑤⑤ 都市景観形成の方針都市景観形成の方針
「可児市景観計画」に基づいた施策の推進「可児市景観計画」に基づいた施策の推進

⑥⑥ 都市防災の方針都市防災の方針
「可児市地域防災計画」に基づいた防災対策の推進「可児市地域防災計画」に基づいた防災対策の推進
安心して暮らせる都市の防災構造化の推進安心して暮らせる都市の防災構造化の推進

⑦⑦ 地域別構想地域別構想
地域の特性に基づいた地域ごとの将来像の設定地域の特性に基づいた地域ごとの将来像の設定
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３３ 都市計画マスタープランの見直し都市計画マスタープランの見直し

可児都市計画区域マスタープランの見直し可児都市計画区域マスタープランの見直し

（（平成２２年１２月平成２２年１２月 県決定）県決定）

御嵩都市計画区域マスタープランの見直し御嵩都市計画区域マスタープランの見直し

（（平成２３年平成２３年１１月月 県決定）県決定）

可児市都市計画マスタープランの見直し（可児市都市計画マスタープランの見直し（平成２４年平成２４年～）～）

４４ 区域区分区域区分：非線引き都市計画区域：非線引き都市計画区域

５５ 地域地区地域地区

①用途地域

②特定用途制限地域

③準防火地域

広見東部地域に指定広見東部地域に指定

商業地域に指定商業地域に指定

【可児市で指定している用途地域】

（住居系）第１種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、

第１種住居地域、第２種住居地域

（商業系）近隣商業地域、商業地域

（工業系）準工業地域、工業地域、工業専用地域

１０１０の用途地域を指定の用途地域を指定

区域区分を定めない理由

① 今後人口は減少傾向に転じること

② 今後の土地需要については、既存の用途地域内でほぼ対応可能であること

③ 大規模開発等による自然環境の喪失の可能性は少ないこと

などから、市街地の大幅な拡大はないと考えられるため

【用途地域外】

① 地区計画、特定用途制限地域などの活用

② 「可児市市民参画と協働のまちづくり条例」「可児市緑の基本計画」などの活用

により、無秩序な市街化は抑制できるため。
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６６ 都市施設都市施設

①① 道路道路

②② 下水道下水道

③③ 汚物処理場汚物処理場

27路線：90,670ｍ 放射環状型道路ネットワークの形成放射環状型道路ネットワークの形成

木曽川右岸流域下水道事業関連可児市公共下水道

久々利特定環境保全公共下水道

桜ケ丘汚物処理場 ※※桜ケ丘地区公共下水道接続に伴い廃止予定桜ケ丘地区公共下水道接続に伴い廃止予定
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６６ 都市施設都市施設

④④ 都市計画公園・緑地都市計画公園・緑地

⑤⑤ ごみ焼却施設ごみ焼却施設

⑥⑥ 市場市場

⑦⑦ 駅前広場駅前広場

都市計画公園：18 緑地：1 計計 103.5ha103.5ha

ささゆりクリーンパーク

可茂公設地方卸売市場

可児駅前広場（施行中） 西可児駅前広場

花フェスタ記念公園

主な都市計画公園・都市計画緑地
街区公園：広見第１児童公園など14個所 計3.05ha
近隣公園：鳴子近隣公園 1.0ha
地区公園：塩河公園 3.5ha
運動公園：可児市運動公園 11.9ha（施行中）
広域公園：花フェスタ記念公園 80.7ha
都市計画緑地：可児川緑地 3.3ha

７７ 地区計画地区計画

① 良好な住環境の維持・発展

皐ケ丘 虹ケ丘 桂ケ丘 桜ケ丘

② 良好な商業業務及び住環境の形成・促進

西可児駅周辺

③ 市の「顔」となる都市空間の形成

可児駅東

④ 周辺環境と調和した産業空間の形成

可児工業団地姫ケ丘一・二丁目 可児工業団地姫ケ丘四丁目
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①桜ケ丘地区

④可児工業団地

８８ 市街地開発事業市街地開発事業

現在までに８地区に都市計画決定現在までに８地区に都市計画決定

７地区施行済７地区施行済

現在１地区施行中：可児駅東土地区画整理事業現在１地区施行中：可児駅東土地区画整理事業

可児駅東土地区画整理事業

施行面積：104,700㎡ 施行期間：平成11年度～平成26年度
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９９ 都市景観形成都市景観形成

①① 景観行政団体（平成景観行政団体（平成１７１７年）年）

②② 可児市景観計画（可児市景観計画（平成２０年１２月平成２０年１２月策定）策定）

③③ 景観相談景観相談

建築意匠、デザイン・色彩、緑化などに関する相談（年６回）建築意匠、デザイン・色彩、緑化などに関する相談（年６回）

基本テーマ
「暮らしが輝く共生都市を目指して」
～守り 育み 創造する 景観まちづくり～

基本目標
○ ふるさとの原風景を守り、育み、受け継いでいこう！
○ いきいきとした生活文化が感じられる街の景観を創っていこう！
○ 市民、事業者、行政が協働して新たな「ふるさと可児」の「景観
まちづくり」に取り組んでいこう！

平成平成２１２１年「可児市景観条例」施行年「可児市景観条例」施行

１０１０ 緑地保全・緑化推進緑地保全・緑化推進

可児市緑の基本計画可児市緑の基本計画（（平成１７年１１月平成１７年１１月策定）策定）

基本テーマ
「人と自然が生かし生かされるいのちを豊かに育む
“水と緑と人の共生都市”」

基本方針
○ 緑豊かな丘陵地・樹林地の保全と育成
○ 水と緑を生かした潤いのある水辺環境の創造
○ 広がりのある田園空間と洞の里山景観の保全と活用
○ 歴史を継承する緑の保全と活用
○ 憩いと快適、安全・安心な市街地の形成
○ 市民・事業者などの参加と協力、連携による緑の育成
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ⅢⅢ 今後の課題今後の課題

① 中心市街地の活性化

商業・業務機能の中心市街地への集積商業・業務機能の中心市街地への集積

広見地内

ⅢⅢ 今後の課題今後の課題

② 郊外地の市街化抑制

住宅・商業・工業施設の用途地域内への誘導住宅・商業・工業施設の用途地域内への誘導

広見地内（用途地域内） 矢戸地内（白地地域）
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ⅢⅢ 今後の課題今後の課題

③ 低炭素社会の実現

公共交通の利用促進、交通渋滞の緩和、緑化推進など公共交通の利用促進、交通渋滞の緩和、緑化推進など

④ 既成住宅団地の再生

高齢高齢化化社会を迎え、人口減少が進みつつある住宅団地の再生社会を迎え、人口減少が進みつつある住宅団地の再生

市内住宅団地の空き家

ⅢⅢ 今後の課題今後の課題

⑤ 安全安心なまちづくり

・危険箇所への居住を規制する土地利用の規制誘導・危険箇所への居住を規制する土地利用の規制誘導

・・住宅密集地における災害対策住宅密集地における災害対策

・工業地区周辺の災害対策・工業地区周辺の災害対策


